
（「水戸市空家等対策の推進に関する条例」抜粋）

○水戸市では、所有者等を対象に、専門家による無料空き家相談会を不定期で開催しております。時　
　期や申込方法等については、決定次第、水戸市の広報紙やホームページで周知しますので、ぜひご　　
　活用ください。
空き家についての法律問題、成年後見制度等については⬇

住宅全般に関するご相談（耐震、修繕など）については⬇

建物の解体については⬇

樹木の剪定、雑草の刈取り等については⬇

水戸市の相談窓口⬇

建物の表題・変更・滅失登記、境界調査・確認については⬇

土地・建物の表示や相続登記手続案内、所有者確認等については⬇

空き家の解体に向けたローン等については⬇

⬇空き家の売買、賃貸、跡地活用等については⬇

空き家についての相続登記、成年後見制度等については⬇
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水戸市市民協働部生活安全課 ☎029-224-1113
※令和３年２月１日現在

東京都千代田区 （電話相談のみ）
(ナビダイヤル）または

水戸法務総合庁舎

（要予約）（手続案内）

北見町
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